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要約 我が国では，障害者差別解消法が2013年に制定され，2016年から施行されている。我が国の障害者高

等教育が発展していく要件を考えていくために，米国の大学入試の現状と判例及び我が国の日本語能力試

験と大学入試センター試験における配慮を示し，障害学生の大学入試の米国と我が国の現状及び展望を述

べた。そして，日米比較の観点から我が国の展望として，1）高校からの接続を検討する，２）高校での学

びの保障，３）入試時の配慮のモデル化，４）在籍率を増加する，５）セルフ・アドボカシ―のスキルの

修得，６）障害学生支援担当部署の設置の素地作り，７）障害の定義－法律は絶えず見直す，等を論じた。 
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Ⅰ．はじめに 

米国では，1973年にリハビリテーション法が改正さ

れ，1990年に米国障害者法（以下，ＡＤＡ）が制定さ

れ，2008年には同法が改正されるなど，障害者の機会

均等政策が積極的に図られてきた。これらの法律は，

障害学生の受け入れを促進し，大学側は学生に如何に

合理的配慮の提供を行なうのかが問われるようになっ

た。 

 我が国では，就労も含め，広く障害者差別の解消を

目指して障害者差別解消法が2013年に制定され，2016

年から施行されている。1970年代に障害学生の大学側

の受験拒否が問題となったが，その後は，大学及び障

害者の相互の理解により徐々に受入れが進んできた。

こうした長年の経緯はあるが，米国のように法制度に

基づくものではなく，障害者差別解消法の制定は，公

的支援を制度化したものとして画期的なものである。

現在のところ，国内を揺るがす大きな差別事例は報告

されていないが，同法は，米国と同様に今後，高等教

育に影響を与えるものと考えられる(都築，2018）。 

 我が国において障害者高等教育が発展していく要件

を考えていくために米国の障害者福祉法に関連する動

向，教育現場にかかわる裁判の判例，高等教育機関の

障害学生支援の実際等を検討してきた（都築，2017；

都築，2018）。しかしながら，入り口の部分である大学

入試については言及してこなかった。 

今回は，障害学生の大学入試に関する米国の現状と

我が国の現状及び展望を述べる。 

 

Ⅱ．米国の大学入試の現状 

（１）障害学生の受入れのタイプ 

 米国の大学における障害学生の受入れは，聴覚障害

学生の支援の実績をもとに発展してきた。 

聴覚障害学生の受入は，単独型，併設型，共学型の

3つに分けられる(都築，1988)。単独型は1864年に設

立された聴覚障害者のみを入学資格とする教養系単科

大学であるギャローデット大学である。当時の技能者

養成が中心の聾学校高等部を上延長し，職業教育では

なく一般教養を中心とする高等教育機関として発足し

た。同大学は，私立大学であるが設立以来，連邦政府

の補助金で運営しており，現在，学部段階では約1,200

名の聴覚障害学生が学んでいる。これに対して併設型

は一般大学の中に単独の学部を設置したものである。

1965年に私立ロチェスター大学の8学部のうちの一学

部として開設され，聴覚障害者のみを入学資格とする

米聾工科大学（ＮＴＩＤ）がこれに相当する。現在は，

約500人の米聾工科大学の学生とロチェスター大学の

7学部に在籍する約500人の聴覚障害学生，計1,000

人が学んでいる。前者は隔離教育的，後者は統合教育

的な発想で教育課程が組まれており，米聾工科大学（Ｎ

ＴＩＤ）のサービスをロチェスター大学の7学部の聴

覚障害学生が受けられるシステムになっている。共学

型の代表例は，一般大学であるカリフォルニア州立大

学ノースリッジ校（ＣＳＵＮ）である。ノースリッジ

校（ＣＳＵＮ）は，1958年にカリフォルニア州立大学

の15番目の大学として設置され，1961年に学内に聾

センターを設け，聴覚障害学生に修学の支援を開始し

た。さらにカリフォルニア州内の2年制のコミュニテ

ィカレッジ卒業の聴覚障害学生の編入を行ってきた。

1983年に障害学生支援室を設置し，聴覚障害学生では

なく他の障害学生への支援を開始した。筆者がＣＳＵ

Ｎに最初に訪れたのは，1985年であったが，増えつつ

ある学習障害学生への対応を模索し，学内の支援体制

を再構築していた。現在では，聾センターが250名前

後の聴覚障害学生を，障害学生支援室が聴覚障害では

ない約800名の障害学生を支援している。800名の内

の6割以上が発達障害学生であり，大学全体の約25％

弱が学習障害である。 

 障害者のための大学としてLD等の学生を入学資格
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とする2年制の大学であるランドマーク大学が1985

年に開学した。学生は，ここを卒業して一般の大学に

編入していく。 

コミュニティカレッジであるレズリー大学は1981

年から IQが 70～95程度である知的障害者を対象とし

て授業だけは一般の開講から分離して行う教育プログ

ラムを開始した。ＮＴＩＤの教育形態を知的障害者に

適用したもので知的障害者専用の授業を開講し，大学

生活は，一般学生と共に過ごす。 

現在，米国ではコミュニティカレッジを中心として

約250校が知的障害者を受入れている。このように聴

覚障害者のための大学だけでなく，LD等，知的障害者

のための大学が開設されている。 

 

（２）大学入試 

大学入試に関する統一的な規定はなく，各大学が定

めた入学要件に基いて入学者の決定が行われている。 

出願に際し，志願者には，入学願書，高校の学業成

績，高校からの推薦状，SAT又は ACTの得点，小論文

の提出が求められる。各大学は，この情報をアドミッ

ション・オフィスと呼ばれる入学担当事務局の専門職

員（アドミッション・オフィサー）が総合的に判断し

入学者を決定する。 

入試方法は，概ね，選抜型，競争型，開放型の３つ

に分けられる。選抜型は，高校の卒業資格のほか，高

校の特定科目の履修と学業成績，及びSAT又は ACTの

成績等において，大学が定めた基準を満たした者を全

員入学させるもので，多くの州立大学がこれを採用し

ている。競争型は，入学希望者が定員を大幅に上回る

ため，高校の卒業資格のほか，高いレベルの学力ある

いは特定の資格を有する限られた数の入学者を選抜す

るもので，一部の有名私立大学などが用いている。開

放型は，成績等に関係なくすべての高校卒業資格を持

つ者に入学を認めるもので，コミュニティカレッジで

行われている。コミュティーカレッジを卒業した者は，

成績次第で州立大学に入学できるシステムになってい

る。ＣＳＵＮにおいても学部に直接，入学した障害学

生とコミュティーカレッジを卒業して編入した学生の

二通りがあり，年齢層に幅が見られる。 

 

（３）米国障害者法の改正（2008年）と障害者の定義 

１）米国障害者法の形骸化 

1973年にリハビリテーション法が改正され，1990

年にＡＤＡが制定された。これらは，障害を理由に参

加を拒否したり，利益の享受を拒むなどの差別を禁じ

ている。1999年に連邦最高裁判所は，ＡＤＡが定義す

る「障害」について新しい解釈を行った。連邦最高裁

は医療的処置（投薬等）や機能障害を緩和する措置（義

足等）で日常生活に支障がないとみなされる状態は，

ＡＤＡがいう「障害」ではないと解釈した。そのため，

差別的取扱いを受けたと主張する者が裁判において

「障害者」ではないとしてＡＤＡの訴訟で次々と敗訴

する事態が生じた。例えば，トヨタ自動車vsウィリア

ムズ氏訴訟(2002)である。こうした事態は，ＡＤＡの

制定当初の理念に反するとして問題視されていた。 

米国連邦議会は，当初の意図に立ち返り，ＡＤＡに

基づく障害者の保護を形骸化させてしまい，誤った連

邦最高裁の判決を覆す議論を開始した。米国連邦議会

は，2008 年 9 月 25 日にＡＤＡを改正し，障害の有無

を判定するに当たり，医療的処置や機能障害緩和措置

を考慮することを明確に禁じた。 

ＡＤＡ改正法(2008)では，「障害は，個人の主要な

生活活動が実質的に制限されるような身体的ないしは

精神的な障害が一つまたはそれ以上ある者」と定義さ

れ，それが認められる者を障害者であるとしている。

具体的には， 
①個人の障害の有無を決定するにあたり，投薬，人工

装具および支援技術などの緩和手段の考慮を禁止する。 
②実際の障害の有無にかかわらず，障害があるとの認

識に基づく差別を受けている人々も対象とする。 
③主要な生活活動を著しく制限する障害を有するか，

あるいはそのような障害の経歴を有することを証明で

きる者に対してのみ，合理的配慮が必要とされる。 
④障害があると「見なされている」だけの者には，合

理的配慮を提供する必要はない。 
等の点が明確にされた。 
２）ＡＤＡ2008年改正の大学への影響 

米国教育関係者は，ＡＤＡ改正法(2008年)において

は障害定義が緩やかになったと捉え，そのことによる

功罪を論じながら，障害学生への本質的な対応を検討

していくことを提言している。特に前述の③と④が大

学の支援の在り方に影響を与えているとする。それは，

学習障害学生の支援が従来以上に増加していることか

ら今後，どのような対応をすべきかが課題となってい

るからである。 

USA TODAYの教育公共政策の編集人であるビッカー

ズ・メラナ氏は，学習障害など認知障害のカテゴリー

に属する学生がＡＤＡ制定時から急速に増加し，多く

の大学で1980年代と2000年代と比べると2倍以上にな

っており，現在も増加している，とする。障害学生相

談室の障害学生の登録数の半数以上が学習障害など認

知障害であり，このことへの対応が大学経営にも影響

を与えるとする（Vickers,2010）。 

ＡＤＡの改正が議論された 2008 年前後に障害の再

定義を巡って，学習障害学生の支援が再びクローズア

ップされた。学習障害（ＬＤ）や注意欠陥障害（ＡＤ

Ｄ）の学生は，過去には良い成績を発揮できなかった

が，ＡＤＡ(1990)が制定されてからは，彼らの実力を

発揮する機会が得られるようになり，認知障害の診断

と合理的配慮が大学での修学に大きな助けとなってい
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た。その一方，診断や合理的配慮がすべて正当である

とみなされていないためにＬＤとＡＤＤの大学生の合

理的配慮は，依然，議論の対象となっているとする。 

ビッカーズ氏は，大学の教授の中には，特別な措置

（扱い）に正当な根拠があることを保証していない学

生に合理的配慮を行うことに反対しており，学生が合

理的配慮を受けるべきかどうかを決定する障害学生支

援室の権限と秘密保持についても異議を唱える教授も

多くいるとする。 

 

（４）入試方法を巡る米国の裁判事例 

１）医師国家試験の時間延長の事例の概要 

 読書障害の医学部生であるＪは，単位認定の試験を

受けるときに合理的配慮を受けていた。米国では，医

学部在学中から順次，医師免許試験が受けられる。Ｊ

は，医師国家試験の申請の際，米国医療試験審議会に

大学の試験と同様に試験時間の延長（試験時間を追加

する申請）含めた合理的配慮を求めた。米国医療試験

審議会は，これを拒否したため，Ｊは，審議会に訴訟

をおこした。下級裁判所はＪの合理的配慮の申請を却

下したためにＪは控訴した。 

地方裁判所が，この訴訟事件を最初に審議したとき

には，米国障害者改正法（2008 年）ではなく，旧法の

米国障害者法の障害定義を用いた最高裁判決に依拠し

て審議を行った。そして「Ｊの障害は，ほとんどの人

の日常生活の中心にある活動を遂行することを妨げる

ようなものではない」という判決を下した。 
 2008 年 9 月にＡＤＡが改正されたことにより，第 6
巡回控訴裁判所は，2009 年 2 月に地方裁判所に判決

を差し戻した。すなわち，2008 年 9 月 25 日に承認さ

れたＡＤＡ改正法の障害定義に基づく，緩やかな定義

によってＪが障害者であるとみなすかどうかを再評価

するように命じた。 

連邦控訴裁判所は，「この訴訟で地方裁判所が，Ａ

ＤＡ改正法によるより包括的な視点でＪに障害がある

とみなす場合には，米国医療試験審議会は障害者がア

クセスできる場所と方法でその試験を提供する，とい

う要件を満たすために特別に何かを行うかを決定しな

ければならない」とした。 
ビッカーズ氏は，もし，下級裁判所自らが当初の判

決を覆した場合には，米国内の大学の合理的配慮は拡

大していくとみられたが，そこには，法の「逃げ道」

があったと指摘する。大学は，ＡＤＡ改正法の下で免

除を求めることができるようになっていたのである。

ＡＤＡ改正法は，読みの障害を緩やかに再定義しただ

けでなく，各大学が教学上のサービスの本質を根本的

に変更したことを示せば，改正法の新しい約款から免

除されるとしている。 

ビッカーズ氏は，このような免除規定があることに

よって大学が新しい基準のもとで学生に合理的配慮を

しなくなるのではないかとする。たとえそうであって

も，教授の中には，現在の合理的配慮が自分の学生の

教学上の基準を設定する教授陣の自由を侵害している

とみなす者もいる。 

ビッカーズ氏は，ＡＤＡ改正法(2008）やリハビリ

テーション改正法（1973）といった法令は，教育法令

とは対照的に，差別を防止し，障害学生がアクセスで

き，機会を確保していくために，すべての大学が合理

的で必要な修正を規則，方針，教育の実際に加えてい

くことを求める公民権法令であるとする。「機会均等」

とは，一般市民が利用できるものと同等なアクセスと

機会という意味である。「機会均等」の要件は，身体障

害学生を建物の 2階に連れていくことや映像を見させ

ることよりも，教学上のサービスを実践していくこと

は非常に不確かで難しい面があるとする。 

 ＡＤＡが 2008 年に改正されるまでＬＤやＡＤＤの

学生に合理的配慮を提供するには，学生に障害がある

だけではなく，その障害が講義，実験，または試験な

どで一般学生と同じレベルで実施することを妨げてい

ることを証明する必要があった。 

2008年以降は，障害があることを示すだけでも合理

的配慮の対象となり得ることが多くなった。ＡＤＡ改

正法とリハビリテーション法第504条を遵守するため

に，どの程度のＬＤやＡＤＤの学生が合理的配慮を受

けるべきかという問題を巡って，混乱があるからとい

って障害学生支援室のスタッフや教授陣を責めること

はできない，とビッカーズ氏は指摘する。認知障害学

生の支援の問題は，裁判所でも非常に活発に取り上げ

られており，それぞれの裁判所がどれを論点にするか

によって判決に差異がみられるとする。 

２）大学院入試適性試験の時間延長の事例の概要 
 上肢がない状態で生まれたＡ（先天性両上肢機能全

廃）は，ＧＭＡＴ (経営修士号を取得するために大学

院のビジネスコースに入学するための適性試験)を受

けるときに，時間延長を要求した。これをこの適性試

験の実施団体が拒否したためにＡは，訴訟をおこした。 

Ａは，時間延長で行った受験生の試験得点に特別な

マーカーをつける(ＦＬＡＧＧＩＮＧ）という大学入学

試験協会のやり方に異議を唱えていた。大学入学試験

協会は，障害者が利用する機会を拡大するために「特

別なマーカーをつける（フラグを付ける）」と述べてい

た。 
 この訴訟は，2002 年に大学入学試験協会に，受験者

が障害のためにＳＡＴ（大学適性試験）または他の標

準化された試験で時間延長を受けたかどうかを大学側

に明らかにするのをやめさせることに広がった。 
ＳＡＴが特別なマーカーをつけることを止めてか

らは，ＳＡＴと競合関係にあるＡＣＴ（米国大学入学

能力試験）や大学（院）の入学試験においても，秘密

保持とプライバシーが大学の合理的配慮の方針を定め
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る際の標準となっていった。 
 ビッカーズ氏は，大学の教員はプライバシー法のた

めに学生の障害についてほとんど知らないだけでなく，

学生の記録は，学生の障害も明かすことがなく，これ

は，特別なマーカーが付けられる方法で知らされてい

たものだと指摘する。 
 ＬＤとＡＤＤの障害があると診断された学生の数が

増えることは，大学にとっては，教学上，重要な問題

となる。こうした学生への配慮は，試験時間の延長や，

あるいはそれに類似した方法で増えている。こうした

実態がありながらもさまざまな理由で広く議論されて

はいない。それは，こうしたことを提起すると反障害

者と思われる恐れがあるためだとビッカーズ氏は指摘

する。しかし新聞報道にあるように，この問題は論争

を呼び起こしている。教授陣らの専門書，法律に関す

る討論，報告では，大学においてどのような障害程度

のＬＤとＡＤＤの学生に合理的配慮がなされるのか，

どのように配慮すべきか，という点で必ずしも一致が

みられないために，この論争は，すぐに終わることは

ないと，する。実際はそれほど厳格ではないＡＤＡ改

正法(2008)の基準や今後の法律上の決定が引き金とな

って，大学でLDと ADDの合理的配慮が増えれば，論争

は広がる可能性は高いとする。 

その一方，理解ある大学当局の教職員は，障害学生

の真のニーズに応えたいという思いと，実際には，配

慮を受ける資格のない学生に配慮を認めてしまうこと

による不公平を避けたいという考えとの狭間で身動き

が取れずにいるとする。ビッカーズ氏は，次の点を指

摘している。 

 第 1に申請された配慮の検討審議会に教員を含める

点である。これは，裁判の控訴等のためだけではなく，

教育内容の質と公平性の正当な懸念に応じていくため

である。 

 第2に当局は，配慮の適格性を判断するための厳格な

基準を定め，年度ごとに配慮の認可，拒否，控訴の数に

関するデーターを作成すべき点である。認可された配慮

の申請件数を情報共有することにより大学全体で米国

障害者改正法の執行の矛盾点も明らかになるとする。ま

た，障害学生の個人のプライバシーを保護しながら，情

報がオープンとなることにも必然的につながるとする。

連邦政府は，このような報告を要求すべきとする。 

 第 3にＡＤＡ改正法による各大学の本質的な変更案

は，各大学が実施できるならば，全学生に広げて合理

的配慮を提供していくという点である。これは，ユニ

バーサルデザインの考えに従うものである。例えば，

各大学で全学生に試験の際に延長時間(5割増し，ある

いは2倍の時間)を認めるか否かを決定させる一方，そ

の延長時間は成績報告書上にフラグを付けることで周

知できるとする。そのようになれば，障害学生は，試

験で力を発揮するための平等の機会を得ることができ，

障害学生のみが配慮を申請し，受理または拒絶される

という試練を経ることなく利用できるようになるとす

る。時間の延長を必要とする，障害学生ではない他の

学生も申し出するだけで時間延長が認められるとする。

このことによって診断を受けた学生だけでなく，すべ

ての学生にとって教育の場を公平にしつつ，成果を上

げることを助け，延長時間が不公平であるという議論

が収束できるかもしれないとする。 

 第 4に成績報告書にフラグを付けることは，障害の

めやすというよりも時間のめやすに過ぎず，差別的で

はないとする点である。教授の中には，5 割増し，あ

るいは倍の時間を非現実的あるいは実施不可能とみる

者もいるであろう。救急医療のような分野では，仕事

の迅速な完了が非常に重要なことになるため，この点

は事実上，現実的ではないかもしれない。しかし，す

べての学問分野がそういうわけではないとする。合理

的配慮が増えるにつれて，「ユニバーサルデザイン」の

解決策が教育の場を平等にする上で最高の条件となる

可能性があるとする。 

 第 5 にＬＤとＡＤＤの学生の配慮は，ADA 改正法と

リハビリテーション法第504条がある限り，そして学

習障害で困難を抱えている学生がいる限り，ここに根

拠をおくべきである。残念ではあるが，合理的配慮の

手続きと同様に，ＬＤおよびＡＤＤの診断が濫用され

そうなこともここに根拠を置くべきであるとする。大

学当局は，配慮の手続きをより完全に報告し，より透

明かつ厳格にすべきである。不平等や妥協した基準に

対する潜在的な認識を，それが教授からであろうと学

生からであろうといかなるものも，この方法だけが排

除することができる。このようなオープン性が大学全

体，それに特に障害学生の利益につながるとする。 

 
Ⅲ．我が国の大学入試の現状 

（１）修学状況 

日本学生支援機構の大学，短期大学及び高等専門学

校を対象とした「2016年度障害のある学生の修学支援

に関する実態調査」では，障害学生数は2万 7257 人

であり，全学生の0.86％，障害学生在籍学校数は898 

校であり，全校（1171校）の 76.7％である。障害者差

別解消法に関する対応要領や障害学生支援に関する規

定等があると回答した学校は全体の36.4％，障害学生

支援委員会に関する専門委員会があるとした学校は全

体の30.6％，他の委員会が対応しているとする学校は

全体の55.2％であった 

 

（２）入学試験等の配慮の先駆的な取組 

障害者差別解消法の制定以前から入り口の部分で

ある入学試験等の配慮に関しては先駆的な取組がなさ

れている。それは，日本語能力試験と大学入試センタ
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ー試験である。日本語能力試験は，日本人向けのもの

ではないが，大規模な試験として試験の配慮を実施し

ていることから我が国の大学が参考にできると考え，

ここで取り上げた。 

１）日本語能力試験 
日本語能力試験は，日本国際教育協会と国際交流基

金の共同開催により，日本語を母語としない日本語学

習者を対象に日本語能力を測定し，認定することを目

的とする試験として 1984 年に開始された。1994 年に

ブラジルで運動障害者の受験者から，介添人の同室を

認めて欲しいと依頼されたこを契機に試験の配慮が行

われてきた。1998 年 11 月に受験特別措置検討部会を

設置し，翌年 8 月に基本方針と申請の手続きの 2 部構

成からなる「受験特別措置対応ガイドライン」を作成

した。1999 年からの特別措置は，これに基づいている

（上田，2003）。 
現在はこの方針を継承して作成された「日本語能力

試験受験上の配慮ガイドライン」（日本国際教育支援協

会・国際交流基金の「受験上の配慮に関する委員会」）

に基づいている。これは，障害者差別解消法の施行に

先立って2015年6月24日に公表された。その内容は，

以下のとおりである。 
①障害等によって通常の受験方法によっては受験が困

難な場合には，受験のための特別な配慮を行う。 
②受験上の配慮の範囲については，個々の事例に柔軟

に対応することを原則とする。 
③具体的な受験上の配慮については専門家からなる受

験上の配慮に関する委員会(以下委員会)の提案に基づ

き，試験実施者が決定する。 
④委員会では，原則として応募者本人からの申し出な

らびに当該応募者が過去に経験した受験方法を尊重し，

具体的な受験上の配慮について試験実施者に提案する。 
⑤委員会の提案を受けた後，試験実施者は応募者本人

または代理人の確認の上，具体的な受験上の配慮につ

いて決定する。 
⑥原則として試験結果通知においては受験上の配慮に

ついて記載しない。ただし，応募者が求めた場合はこ

の限りではない。 
 2015 年度は，全受験者 65 万 2519 名のうち 239 名

が，2016 年度は，同 75 万 5802 名のうち，246 名が

配慮の対象となった。表１に点字使用者，表 2に弱視，

表 3 に発達障害の配慮が示してある。試験レベルと試

験を構成する要素ごとに，障害の程度に応じて試験時

間の延長がきめ細かく定められている。 
試験は，国内会場だけでなく，2015 年度においては

第 1 回が 28 カ国，105 都市，第 2 回が 65 カ国，209
都市の海外の会場で開催されており，配慮の実施は大

きなインパクトがある。 
２）大学入試センター試験 

大学入試センター試験については前身の国立大学共

通一次試験(共通一次試験)の時代から受験特別措置が

行われてきた。 

障害者に対する特別措置は，1978年の試行テストで

検討され，1979年の第 1回の共通一次試験から「身体

障害者受験特別措置」が導入された。初期の段階では，

当時の盲・聾・養護学校に在籍している身体障害のあ

る受験生が対象であったが，1984年からは申請後の事

故による負傷等も認められ，2011年からは発達障害も

特別措置の対象に追加された。名称も2012年からは

「受験特別措置」に変更され，2016年度からは「受験

上の配慮」となった。 

近年の配慮内容と配慮決定者数の内訳を表4に示す。

2006年度から英語リスニング試験が実施されるように

なり，それに対応する特別措置も導入された。大学入

試センターは，『病気・負傷や障害等のために大学入試

センター試験において受験上の配慮を希望する志願者

に対しては，申請に基づき，審査の上で許可された受

験上の配慮を行っています。受験上の配慮事項は，障

害等の種類や程度にかかわらず，必要に応じて申請す

ることができます。また，複数の配慮事項を申請する

こともできます』としている。 

2016年度入試では，全受験生の53万 6868名のうち

2559 名が，2017年度入試は同54万7892名のうち2594

名が配慮措置を申請しており，受験者数の0.47％を占

めている。平均すれば，申請者一人につき二つの配慮

事項を受けていることになる。ここ数年の配慮決定者

数の内訳をみると，①聴覚障害のうちの約50％がリス

ニングの免除を受け，約40％が CDプレーヤーから直

接，音声を聞いている，②別室受験が増加している，

③試験時間の1.3倍の延長が急増している，④拡大文

字問題冊子が倍増している，⑤学習器具の持参・座席

指定等が増加している，等の傾向が見られる。 

 

Ⅳ．日米比較から我が国を展望する 

（１）高校からの接続を検討する 

 高等学校における特別支援教育の推進に関する調査

研究協力者会議(2017)は，「高等学校における通級によ

る指導の制度化及び充実方策について」を報告し，通

常の教育課程に障害に応じた特別の指導ができるよう

に提言し，ロードマップとして2018年度から運用を開

始するとしている。特別支援教育は，義務教育段階で

論じられることが多かった。しかし，今後は，高等学

校でも小・中学校の通級指導教室が開設されていくこ

とから高大接続の観点で障害学生支援を考えて行く必

要があろう。米国では，ビッカーズ氏によれば『高校

時代に受けていた配慮が大学ではどうして配慮されな

いのか，大学で実施される合理的配慮とは何か』が問

われていると言う。我が国では大学で実践されている

配慮を大学側が高校に伝えていく段階である。 
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表１ 重度視覚障害(点字使用者)の受験上の配慮(日本国際教育支援協会・国際交流基金) 

実施方法 ①「受験上の注意」「解答上の注意」を点字配布，② 解答の際，点字器，点字用コンピュータ持参使用 

問題用紙 ① 点字問題冊子の使用，② 文字問題の削除，③ 文法及び読解問題の部分削除， 

④ 聴解問題のイラスト選択枝を文字化，問題の部分削除 

ＣＤ・ 

テープ 

① 点字用ＣＤ・テープの使用，② 問題形式に応じて PreQ の前もしくは後に文字による選択枝の情報量に応じた触読のための

ポーズを挿入，③ 解答するための時間を一律30秒に延長，④ 全体の試験時間は通常と同じ 

解答用紙 点字用紙，点字用コンピュータ使用の場合はデータも可 

試験室 別室 

  解答時間 通常比 

Ｎ１ 言語知識（文字・語彙・文法）・読解  180分 解答速度比2.25倍 

聴解 約 60分 通常と同じ 

Ｎ２ 言語知識（文字・語彙・文法）・読解  180分 解答速度比2.25倍 

聴解  約 50分 通常と同じ 

Ｎ３ 言語知識（文字・語彙） 40分 語彙解答時間の1.8倍，5分単位で切り上げ 

言語知識（文法）・読解 140分 解答速度比2.25倍 

聴解 約 40分 通常と同じ 

Ｎ４ 言語知識（文字・語彙） 40分 語彙解答時間の1.8倍，5分単位で切り上げ 

言語知識（文法）・読解 120分 解答速度比2.25倍 

聴解 約 35分 通常と同じ 

Ｎ５ 言語知識（文字・語彙） 30分 語彙解答時間の1.8倍，5分単位で切り上げ 

言語知識（文法）・読解 100分 解答速度比2.25倍 

聴解 約 30分 通常と同じ 

 

表 2 弱視の受験上の配慮(日本国際教育支援協会・国際交流基金) 

実施方法 ① 拡大鏡，拡大読書器の持参使用，② 問題冊子又は解答用紙の選択枝番号に〇またはチェックなどの印を付けて解答 

問題用紙 ① 拡大問題用紙の使用（Ａ３，要すれば拡大率を調整） 

ＣＤ・テープ ① 弱視用ＣＤ・テープの使用，② 各問題の解答時間と大問間のポーズを延長，③ 全体の試験時間を通常の1.3倍に調整 

解答用紙 拡大解答用紙の使用（Ａ３，要すれば拡大率を調整） 

試験室 別室 

  解答時間 通常比 

Ｎ

１ 

言語知識（文字・語彙・文法）・読解 165分 1.5倍 

聴解 約 80分 1.3倍 

Ｎ

２ 

言語知識（文字・語彙・文法）・読解 160分 1.5倍 

聴解 約 65分 1.3倍 

Ｎ

３ 

言語知識（文字・語彙） 40分 1.3倍 

言語知識（文法）・読解 105分 1.5倍 

聴解 約 55分 1.3倍 

Ｎ

４ 

言語知識（文字・語彙） 40分 1.3倍 

言語知識（文法）・読解 90分 1.5倍 

聴解 約 50分 1.3倍 

Ｎ

５ 

言語知識（文字・語彙） 35分 1.3倍 

言語知識（文法）・読解 75分 1.5倍 

聴解 約 40分 1.3倍 

注１）レベルは，N1 がより難解であり，N5 がより容易である。 注 2）障害の程度は，申請資料に基づき総合的に判断される。 
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表３ 発達障害（LD/ADHD 等）の受験上の配慮(日本国際教育支援協会・国際交流基金) 
実施方法 障害の内容に応じて対応する。 

問題用紙 ① 通常問題冊子の使用，② 要すれば拡大問題冊子の使用（Ａ３，要すれば拡大率を調整） 

ＣＤ・テー

プ 

① 発達障害用ＣＤ・テープの使用，② 各問題の解答時間と大問間のポーズを延長，③ 障害の程度に応じて，全体の試験時間

を通常の 1.3 倍，1.5 倍，2.0 倍に調整，④ 要すれば，再生速度を遅くしたＣＤ・テープを使用 

解答用紙 ① 通常解答用紙，② 要すれば拡大解答用紙の使用（Ａ３，要すれば拡大率を調整） 

試験室 別室 

 レベル 試験を構成する要素 障害の程度 解答時間 通常比 

Ｎ１ 言語知識（文字・語彙・文法）・読解 軽度～中度 145 分 1.3 倍

 中度～重度 165 分 1.5 倍

重度～最重度 180～220 分 1.6～2.0 倍

聴解 軽度～中度 約 80 分 1.3 倍

中度～重度 約 90 分 1.5 倍

重度～最重度 約 120 分 2.0 倍

Ｎ２ 言語知識（文字・語彙・文法）・読解 軽度～中度 140 分 1.3 倍

中度～重度 160 分 1.5 倍

重度～最重度 170 分～210 分 1.6 倍～2.0 倍

聴解 軽度～中度 約 65 分 1.3 倍

中度～重度 約 75 分 1.5 倍

重度～最重度 約 100 分 2.0 倍

Ｎ３ 言語知識（文字・語彙） 軽度～中度 40 分 1.3 倍

中度～重度 45 分 1.5 倍

重度～最重度 60 分 2.0 倍

言語知識（文法）・読解 軽度～中度 95 分 1.3 倍

中度～重度 105 分 1.5 倍

重度～最重度 140 分 2.0 倍

聴解 軽度～中度 約 55 分 1.3 倍

中度～重度 約 60 分 1.5 倍

重度～最重度 約 80 分 2.0 倍

Ｎ４ 言語知識（文字・語彙） 軽度～中度 40 分 1.3 倍

中度～重度 45 分 1.5 倍

重度～最重度 60 分 2.0 倍

言語知識（文法）・読解 軽度～中度 80 分 1.3 倍

中度～重度 90 分 1.5 倍

重度～最重度 120 分 2.0 倍

聴解 軽度～中度 約 50 分 1.3 倍

中度～重度 約 55 分 1.5 倍

重度～最重度 約 70 分 2.0 倍

Ｎ５ 言語知識（文字・語彙） 軽度～中度 35 分 1.3 倍

中度～重度 40 分 1.5 倍

重度～最重度 50 分 2.0 倍

言語知識（文法）・読解 軽度～中度 65 分 1.3 倍

中度～重度 75 分 1.5 倍

重度～最重度 100 分 2.0 倍

聴解 軽度～中度 約 40 分 1.3 倍

中度～重度 約 45 分 1.5 倍

重度～最重度 約 60 分 2.0 倍
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表４ 大学入試センター試験の受験上の配慮決定 

 

（２）高校での学びの保障 

米国では，我が国のように各大学が個別学力検査を

行うのではなく，高校の学業成績（ＧＰＡ）が重視さ

れ，3年間の学びが評価されるシステムがとられてい

る。障害学生は少しでも学びの条件をよくするために

法的に保障された合理的配慮を高校段階で求める。SAT

や ACTは何度でも受験でき，自身の最高点を提出でき

る。発達障害学生が合理的配慮として時間延長を求め

ている理由がここにある。 

 

（３）入試時の配慮のモデル化 

 米国では，学部入学試験，大学院入学試験，医師試

験において，これらの実施団体との試験時間の延長問

題を巡る訴訟が多い。また，ＬＤを含め発達障害学生

が急速に増え，大学関係者の中には特別な措置に正当 

な根拠があることを示していない学生に合理的配慮を

行うことに異議を唱える者もいる。これは，試験方法

の配慮に関連している。我が国にあっては，日本語能

力試験とセンター試験をモデルとして各大学が試験方

法の配慮を個別的に具体化していくことが急務となる。 

志望大学の個別学力検査等において配慮を希望する

場合，本人が志望大学に別途相談することになってお

り，多くの大学が大学入試センターの方式を参考にし

ている。入学試験だけでなく，修学上においてもこの

配慮事項が活かされており，大学入試センター試験の

受験上の配慮の実施は，大きな意義がある。 

 

（４）在籍率を増大する 

現在，米国の学生総数は約1920万，そのうち障害

学生は210万であり，全体の11％を占めている。進学

率は，障害がない者は41％，障害者は46％である。ギ

ャローデット大学とＮＴＩＤは特別な大学であり，大

半はＣＳＵＮのような一般大学やコミュニティカレッ

ジが障害学生を受け入れている。コミュニティカレッ

 

試験室 

 

変更・調整の有無 

 

配 慮 内 容 

実施年度 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

 

 

 

 

 

 

別室 

 

 

 

 

 

 

変更・調整を伴う 

点字解答    試験時間を 1.5 倍に延長 12 10 9 15 16 12 

文字解答    試験時間を 1.3 倍に延長 

文字解答 

28 

9 

38 

12 

31 

9 

45 

16 

49 

11 

35 

8 

チェック解答  試験時間を 1.3 倍に延長 

チェック解答 

43 

41 

47 

37 

48 

42 

40 

32 

60 

42 

61 

46 

代筆解答    試験時間を 1.3 倍ないし 1.5 倍に延長

代筆解答 

2 

1 

5 

0 

4 

1 

6 

0 

7 

0 

7 

0 

試験時間を 1.3 倍に延長 7 9 8 15 24 50 

CD プレーヤーのスピーカーから直接，音声を聞く 165 184 142 126 172 160

計 308 342 294 295 381 379

変更・調整は無し 904 1091 965 1034 1048 1071

        小計 1212 1433 1259 1329 1429 1450

 

 

 

 

同室 

 

 

 

 

 

 

変更・調整を伴う 

拡大文字問題冊子 

注意事項等の文書による伝達 

拡大文字問題冊子の配布，注意事項等の文書による伝達

36 

129 

152 

62 

159 

175 

42 

173 

250 

66 

259 

0 

86 

167

132

80 

160

153

手話通訳士等の配置及び注意事項等の文書による伝達 56 64 56  57 67 54 

補聴器又は人工内耳の使用，座席指定等 488 582  570  555 632 586

座席の指定 420 504 504 545 618 594

拡大鏡等の持参使用，座席指定等 59 93 121 162 163 121

        小計 1340 1639 1716 1644 1865 1748

 車イスの持参，試験場への乗用車での入構，杖の持参使用，付添者の同伴等 1310 1348 1533 1387 1805 1773

リスニングの免除 167 203 210 192 217 197

      小計 1477 1551 1743 1579 2022 1970

          合計 4029 4623 4718 4552 5316 5168

注）  大学入試センターのホームページの資料から都築が作成したものである。

 



障害者教育・福祉学研究第 14巻 

－  27  － 

ジへの障害者の進学率は，障害がない者よりもわずか

に高い。障害の有無にかかわらず，コミュニティカレ

ッジに入学する大半の学生が４年制大学に編入するこ

とを考えている。 

我が国にも視覚障害と聴覚障害者のための大学であ

る筑波技術大学がある。我が国は特別な大学を設置し

ているという点では米国で遜色はないが，一般大学の

障害学生の在籍率が米国のそれと比べると約10分の

１である。障害者の受け入れが厳しいために受験しな

いのか，入学者が少ないから入学後の配慮のシステム

が組織されないのか，などは繰り返し，議論されてき

たことである。 

米国は1973年以来，法制度に基づいて障害学生の

支援組織を整備してきた。我が国の大学は，長年にわ

たる受入れの経験はあるが，法制度に基づく障害学生

支援は，2016年から始まったばかりである。在籍率を

増大するための施策が重要である。 

 

（５）セルフ・アドボカシーのスキルの修得 

我が国では，大学を受験する時になって初めて大学

入試センター試験で受験上の配慮があることを知る教

育関係者や保護者，障害学生がいるようである。米国

の判例から我が国の学生がセルフ・アドボカシーのス

キルを早期から修得していく必要がある。 

 

（６）障害学生支援担当部署の設置の素地作り 

 日本学生支援機構の調査(2017)によれば障害学生支

援担当部署の設置は11.7％である。米国では独立した

障害学生支援室を設置し，50名以上の障害学生が在籍

する場合には，専任の障害学生支援コーディネーター

を置くことが義務付けられている。米国もＣＳＵＮの

障害学生支援室をモデルにしながら，それぞれの州立

大学や私立大学が学生規模に応じて発展させてきた

（都築，2006）。 

 我が国の大学の障害学生の在籍率が米国に比して低

いことから現時点で障害学生支援室の設置義務を課す

ことは現実的ではない面があろう。我が国では，まず

修学支援，生活支援，進路に関する部署が連携して障

害学生支援担当部署の設置の素地を作り，全ての学生

に質の高い教育を目指していくことが障害学生支援に

繋がっていくと思われる。 

 

（７）障害の定義 － 法律は絶えず見直す 

 2008 年にＡＤＡが改正され，障害の定義が広がり，

その結果，大学の教育にも影響がみられた。ビッカー

ズ氏は，各大学は，米国障害者改正法をどのように解

釈するかによって，LD や ADD だけではなく，他の

障害学生に合理的配慮を行っていくことになり，この

ことが障害学生数の増加につながるために判決に細心

の注意を払っているとする。ＡＤＡ改正法は，大学に

合理的配慮をもっと適格に行うように推進しており，

それに伴い，要求事項を管理するために必要な人員，

追加の必要資料を作成する教員の時間，新しい基準を

遵守するために必要な法的作業で費用がかかるとする。 
ＡＤＡが改正され，その他の連邦政府の法令が変更

されることにより障害の定義が広がり，大学の教育に

影響が生じたと米国教育関係者は指摘する。我が国の

障害者差別解消法は，3 年に 1 度は見直すことになっ

ている。 

 

Ⅴ．おわりに 

我が国の障害者差別解消法は，米国のＡＤＡとは異

なり，訴訟法ではない。この法律を活かすには「建設

的対話」の精神を当事者や教育関係者が共有する必要

がある。『合理的配慮｣が実行できる人間関係の構築が

求められている。 

我が国において試験における時間延長の配慮を先駆的

に行ってきたのは，大学入試センター試験である。現在，

これを一つの根拠にして各大学の個別試験等においても

配慮がなされている。 
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